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各自治体で広がる 
子供の医療費助成 

ウチヌノ人事戦略事務所 社会保険労務士 内布 誠 

 

 

◆４月から制度改正 
 

 

◆少子化対策・子育て支援の一環 

少子化対策の一環として、小中学生などに対して

医療費の自己負担が軽くなるよう助成金を出し、子

育てを支援する自治体が増えてきています。 

助成の対象年齢や条件などの内容が自治体ごとに

異なるうえ、制度の拡充が急速に進んでいるため、

住んでいる自治体の助成メニューを把握しておく必

要があります。 

 

◆子育て支援対策として 

東京都港区では、独自の助成制度に基づき、2005

年４月から小中学生の入院費と通院費を無料にして

います。健康保険に加入する区民であれば、外国人

でも助成を受けられます。助成を受けるには区役所

に「子ども医療証」の交付を申請し、医療機関で保

険証とともに提示します。この医療費助成をはじめ

とする子育て支援対策の充実により、2004 年度に

は0.78％と低かった合計特殊出生率は2006年度に

は 0.97％まで持ち直しました。 

このような子供の自己負担が軽くなるよう独自の

助成制度を設ける自治体は増えています。名古屋市

では、2008 年１月から小学校高学年の入院費が無

料となり、さらに８月からは中学生までその範囲が

広がります。 

 

◆各地域で内容に差 

助成内容については、各自治体の財政状況やトッ

プの方針によってまったく異なります。また、基本

的な内容以外に、助成対象年齢が入院と通院で異な

るケース（前述の名古屋市など）や、国が定める児

童手当の支給要件に準拠した所得制限があったり、

一部自己負担金が必要になったりする自治体もあり

ます。例えば浜松市では、未就学児が対象の入院費

への助成を４月から小中学生まで拡大しましたが、

入院１日当たり500円の自己負担が求められていま

す。また、窓口での支払いがない「現物給付」方式

なのか、窓口で支払いを済ませたうえで自治体に申

請して払い戻しを受ける「償還払い」方式なのかも、

注意するポイントです。 

住民が歓迎する医療費助成制度ですが、課題もあ

ります。自己負担の無料化は安易な受診を助長し医

療費の膨張を招くおそれがあります。また、助成を

拡充し過ぎると、本当に医療が必要な子供の診療が

後回しにされかねない危険性も含んでいます。 

せっかく拡充された自治体の助成制度の恩恵を、

多くの住民が長期的に公平に受けられるようにする

には、住民側にも「軽症なら様子を見る」「家庭での
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健康作りを行う」などの姿勢が求められるといえる

でしょう。 

 


